
綾瀬市民設放課後児童クラブ保育料助成金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、綾瀬市内の民設放課後児童クラブ（以下「放課後児童クラブ」

という。)の保育料（以下「保育料」という。）に関し、生活困窮家庭等の児童の保

護者にかかる負担を軽減するための助成について必要な事項を定めるものとする。 

（助成の対象） 

第２条 この要綱による助成金の交付対象となる者は、放課後児童クラブを利用する

児童の保護者で、別表に規定する要件（以下「要件」という。）のいずれかを満た

す者とする。ただし、綾瀬市暴力団排除条例（平成２３年綾瀬市条例第９号）第２

条第４号に掲げる暴力団員等に該当する者は、除くものとする。 

（交付対象期間） 

第３条 助成金の交付対象となる期間は、放課後児童クラブ利用開始月から年度末ま

でとする。 

（助成金の額） 

第４条 助成金の額は、要件ごとの助成額とし、予算の範囲内で交付するものとする。 

（交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者は、綾瀬市民設放課後児童クラブ保育料助

成金交付申請書（第１号様式）のほか、要件を満たすことを証明する書類を添付し

て、市長に提出しなければならない。ただし、証明する事項を公簿等により確認す

ることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定により申請があったときは、必要な調査を行って助成金

の交付の可否を決定し、綾瀬市民設放課後児童クラブ保育料助成金交付決定 （却下

 ）通知書（第２号様式）により通知するものとする。 

（助成金の代理受領） 

第７条 前条の規定により助成金交付の決定を受けた者は、その交付に係る助成金の

受領の権限を代理受領に関する委任契約（第３号様式）により、放課後児童クラブ

事業者に委任することができる。 

２ 放課後児童クラブ事業者は、前項の委任を承諾するときは、綾瀬市民設放課後児

童クラブ保育料助成金の交付に係る代理受領申出書（第４号様式）に前項の委任契

約を添付して、市長に提出しなければならない。 

（助成金の請求） 

第８条 第６条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、７月、１０月、１月及

び４月を基準月とし、それぞれ基準月の前月までを市長の定める様式により請求す

るものとする。 

２ 前条の規定により、代理受領の申出を行った放課後児童クラブ事業者は、助成対

象となる児童氏名、保護者氏名、利用期間、保育料等を記載した利用状況を任意様

式により市に報告しなければならない。 



（届出） 

第９条 第６条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに

該当する場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

(1) 放課後児童クラブの利用を中止するとき。 

(2) 要件に変更が生じたとき。 

（廃止又は変更） 

第１０条 市長は、前条の届出があったとき、又はその事実が判明したときは、助成

金の交付決定を廃止し、又はその内容を変更するとともに、綾瀬市民設放課後児童

クラブ保育料助成金交付決定変更・廃止通知書（第５号様式）により、通知するも

のとする。 

２ 前項の場合において、助成金の額に変更があったときは、当該変更後の額は、次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める月から適用する。 

(1) 助成金の額が増加する場合 当該変更の事由が発生した日の属する月 

(2) 助成金の額が減少する場合 当該変更の事由が発生した日の属する月の翌月 

（助成金の返還等） 

第１１条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が申請書類に虚偽の記載をしたとき、

その他不正に助成金の交付を受けたものと認めるとき、又は前条の規定により変更

又は廃止の決定を受けた場合は、助成金の全部若しくは一部の返還を求めることが

できる。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

  (経過措置) 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、令和２年３月３１日から施行し、令和２年３月３日から適用する。 

  (経過措置) 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

   附 則 

  (施行期日) 

１ この要綱は、令和２年５月１８日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

  (経過措置) 



２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、令和３年３月３０日から施行する。 

  (経過措置） 

２ 改正後の第４条第１項の規定は、令和３年９月以後の月分の保育料等に係る減免

について適用し、同月前の月分の保育料等に係る減免については、なお従前の例に

よる。この場合において、同項中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を

改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方税法」とす

る。 

３ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、令和５年９月６日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

  (経過措置) 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

(施行期日) 

１ この要綱は、令和６年５月３１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

  (経過措置) 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

 

 



別表（第２条、第４条、第５条及び第９条関係） 

要件 助成額 

(1) １世帯につき２人以上の児童が、公設又は民設の

放課後児童クラブに入所している場合 

最も学年の高い児童（

最も学年の高い児童が

２人以上いる場合は、

いずれか１人とする。

）を除く、民設の放課

後児童クラブに入所す

る児童に係る保育料の

額の２分の１の額 
※ただし、低学年につ

いては上限６，５００

円、高学年については

上限５，０００円 

(2) 児童の属する世帯が、生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）による被保護世帯又は中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（

平成６年法律第３０号）による支援給付受給世帯に

該当し、就業していない世帯で、昼間家庭において

、児童の健全な育成を行うことが困難な場合 

保育料の全額 

※ただし、低学年につ

いては上限１３，００

０円、高学年について

は上限１０，０００円 

(3) 児童の属する世帯が、当該年度分（４月から８月

までの保育料にあっては前年度分）の市民税非課税

世帯に該当する場合 

(4) (2)又は(3) に該当する場合を除き、次のいずれか

に該当する場合 

ア 入所児童を監護する者が児童扶養手当法（昭和

３６年法律第２３８号）に基づく児童扶養手当を

受給している場合 

 イ 入所児童が綾瀬市ひとり親家庭等の医療費助成

に関する条例（平成４年綾瀬市条例第１号）に基

づく医療費の助成を受けている場合（アに掲げる

場合を除く。） 



(5) 児童の属する世帯が、失業、疾病等により収入が

全く得られなくなり、その世帯の生活が著しく困窮

していると認められる場合 

保育料の２分の１の額

から全額の範囲内にお

いて、その世帯の事情

に応じて市長が定める

額 

※ただし、上限につい

ては上記(1)～(3)の要

件ごとに示される助成

の上限額を適用する。 

(6) 児童の属する世帯が、災害等やむを得ない事情に

より、その世帯の生活が著しく困窮していると認め

られる場合 



第１号様式（第５条関係） 
 

   綾瀬市民設放課後児童クラブ保育料助成金交付申請書 
 

 年  月  日   
 
 （宛先）綾瀬市長 

申請者 住所               
                氏名               

                      電話    （   ）      
 

 綾瀬市民設放課後児童クラブ保育料助成金の交付を受けたいので、綾瀬市民設放課

後児童クラブ保育料助成金交付要綱第５条の規定に基づき、次のとおり申請します。 

なお、申請に当たっては、市が課税情報及び児童扶養手当等の受給情報を確認する 
こと、また、当該児童の放課後児童クラブ利用状況を確認されることについて同意し 
ます。 

所 属 ク ラ ブ 名                 
                    クラブ 

入 所 児 童 氏 名 
及 び 学 年 

氏 名               第   学年 

氏 名               第   学年 

氏 名               第   学年 

支 払 保 育 料 

氏 名                 円（月額） 

氏 名                 円（月額） 

氏 名                 円（月額） 

助 成 期 間  年  月  日から   年  月  日まで 

申 請 理 由 
（該当する番号に○

をしてください） 

１．兄弟姉妹で放課後児童クラブに入所しているため 

２．生活保護受給世帯で、就業していない世帯のため 

３．市民税非課税世帯のため 

４．児童扶養手当を受給しているため 

５．ひとり親医療費助成を受けているため 

６．児童の属する世帯が、失業、疾病等により収入が全く得られなく

なり、その世帯の生活が著しく困窮しているため 

７．児童の属する世帯が、災害等やむを得ない事情により、その世帯

の生活が著しく困窮しているため 

 
 



第２号様式（第６条関係） 
 

綾瀬市民設放課後児童クラブ保育料助成金交付決定（却下）通知書 
 

                             
     年  月  日 

          様 
 

綾瀬市長            印   
 
   年  月  日付けで申請のありました綾瀬市民設放課後児童クラブ保育料

助成金の交付については、次のとおり決定しましたので通知いたします。 

児 童 氏 名 及 び 
児 童 の 学 年 

氏 名             第   学年 
氏 名             第   学年 
氏 名             第   学年 

所 属 
ク ラ ブ 名                   クラブ 

決 定 区 分 □ 承認      □ 却下 

助 成 す る 
保 育 料 

氏 名             円 
氏 名             円 
氏 名             円 

助 成 期 間    年  月  日から   年  月  日まで 

却 下 理 由  

備 考 
   

 
 



第３号様式（第７条関係） 
 

代理受領に関する委任契約 
  
                     住 所                
 

受任者  名 称 
 

    代表者               
 

私は、綾瀬市から交付される綾瀬市民設放課後児童クラブ保育料助成金の受領の権

限を、上記の者に委任します。 

 

 

 

 

     年  月  日 

 

 

 

                     住 所             
委任者  

氏 名              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第４号様式（第７条関係） 
 
  綾瀬市民設放課後児童クラブ保育料助成金の交付に係る代理受領申出書 
 

年  月  日  
 
（宛先）綾瀬市長 
 
                         住 所             
                 申出者   名 称             
                      代表者             
 
 綾瀬市民設放課後児童クラブ保育料助成金交付要綱に基づき、民設放課後児童クラ

ブ保育料助成金の交付に係る代理受領の取扱いをすることにしたので、申出いたしま

す。 

なお、代理受領により知り得た個人情報については、第三者に開示、又は漏えいし

ないことといたします。 

 また、綾瀬市から支給される民設放課後児童クラブ保育料助成金は、次の金融機関

の口座に振込みをお願いします。 
       

【振込先】 

金融機関名  本・支店名  

預金種類 
（該当預金に○） 

1.普通預金 
2.当座預金 

口座番号  

（フリガナ） 

口座名義人 

 
 



第５号様式（第１０条関係） 

 

綾瀬市民設放課後児童クラブ保育料助成金交付決定変更・廃止通知書 

 
  年  月  日  

 
             様 
 

綾瀬市長            
 
   年  月  日  付けで交付決定した民設放課後児童クラブの保育料に係

る助成金については、綾瀬市民設放課後児童クラブ保育料助成金交付要綱第１０条の

規定により、次のとおり（変更・廃止）したので通知します。 

 

１ 対象児童名 

 

２ 変更・廃止日     年  月   日 

 

３ （変更の場合）変更の内容 

 

 

４ 変更・廃止の理由 

 

 

５ その他 

 
 


